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事実の概要

　１　控訴人Ｘは外国語学校の経営等を業とする
被控訴人Ｙ社と、平成 27 年 3 月 1 日、期間を 1
年とする労働契約を締結し、講師として勤務する
者で、同 28 年 3月 1日に同契約は更新された。
　２　Ｙ社は就業規則で「勤続 6か月に達した講
師には、年間 20 日間の有給休暇を与える。ただ
し、スクール運営という社業の特性から、5日を
超える有給休暇（15 日間）については、取得する
時季を指定して一斉に取得する計画年休とし、そ
の時季は、講師カレンダーに示される。」と定め（以
下「本件計画的年休制度」という。）、本件計画的年
休制度においては、労基法 39 条所定の年次有給
休暇（以下「法定年休」という。）と会社有給休暇（年
間 20 日の有給休暇のうち法定年休の日数を超える部
分をいう。）とを区別せず、Ｙ社が 15 日分の有給
休暇の時季を指定することとされていた。
　Ｘの所属する労働組合は、平成 28 年から、本
件計画的年休制度は無効であり、就業規則所定の
20 日すべての休暇を労働者が自由に取得できる
旨を主張して労使協議等をしていたが、そのなか
で計画年休に関する労使協定（労基法 39 条 6 項、
以下「計画年休協定」という。）が存在しないこと
が明らかになった。そこで、Ｙ社は、平成 29 年
10 月 1 日、講師代表 3名と計画年休協定を締結
した。なお、講師代表3名は講師のみの投票によっ
て選ばれ、かつ、事業場である学校ごとではなく
複数校をまとめたエリアごとの代表であった。
　３　平成 27 年 9 月 1 日からの 2年間で、Ｘが
有給休暇と指定した日は 35 日、Ｙ社が指定した

計画的年休の日は 14 日であり、Ｘの法定年休日
数は計 21 日であった。Ｙ社は平成 28 年 11 月以
降複数回にわたり、Ｘの有給休暇が残っていない
として出勤を促すメールをＸに送信したが、Ｘは
有給休暇はあると主張して出勤しなかった。
　４　Ｙ社は、平成 29 年 1 月 9 日、Ｘに対し、
Ｘが有給休暇であると主張して複数回無許可欠勤
をしたこと、Ｘの勤務態度不良等を理由に契約更
新を拒絶する意思表示をした（以下「本件雇止め」
という。）。これに対してＸが地位確認等請求をし
たところ、原審（東京地判平 31・3・1 労判 1213
号 12 頁）がこれを棄却したため、Ｘが控訴。

判決の要旨

　認容（原判決取消し）。
　１　Ｘの 1度目の契約更新の経緯からすると、
「Ｘにおいて本件雇用契約の契約期間の満了時に
同契約が更新されるものと期待することについて
合理的な理由があったと認めるべきである。」
　２　(1)　平成 28 年 10 月に締結された計画年
休協定について、「労働者側の講師代表 3名は講
師以外の従業員の代表ではなかった上、事業場で
ある学校ごとに選ばれたものではなく、複数校を
まとめたエリアごとの代表であったから、事業場
の労働者の過半数を代表する者（労働基準法 39
条 6 項）に当たるとはいえず、したがって、労
働基準法 39 条 6 項の要件を満たす労使協定とは
いえ」ず、Ｘの法定年休について「その時季をＹ
社が指定することはできず、Ｘを含む従業員が自
由にその時季を指定することができたというべき
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である。」
　(2)　本件計画的年休制度において、会社有給
休暇については「労働基準法の規律を受けるもの
ではないから、Ｙ社がその時季を指定するものと
することが許されると考えられる。」
　(3)　本件計画的有給休暇制度においては、「Ｙ
社が時季を指定することができるのは会社有給休
暇に限られ、法定年次有給休暇については、時季
を指定することができない。そして、Ｙ社は、法
定年次有給休暇と会社有給休暇を区別することな
く 15 日を指定しており、そのうちのどの日が会
社有給休暇に関する指定であるかを特定すること
はできない。したがって、上記の指定は、全体と
して無効というほかなく、年間 20 日の有給休暇
の全てについて、Ｘがその時季を自由に指定」で
きる。
　「さらに、Ｙ社は、……理由のない欠勤が 9日
もあることになると主張する。しかし、Ｙ社が指
定した日のうちの 14 日については、Ｙ社が就労
を免除したものであるから、理由のない欠勤とみ
ることはできない。」
　３　Ｘが有給休暇として取得した休暇について
正当な理由のない欠勤であったと認めることがで
きず、また、Ｘの勤務態度が不良として主張され
た事実はいずれも重要な問題とまではいえないこ
と等から、本件雇止めは適法でない。

判例の解説

　一　本判決の特徴と位置づけ
　本件は、1年の期間の定めのある労働契約の 2
度目の更新時の雇止めの適法性が争われた事件で
ある。本件の主な争点は、雇止めの理由の 1つ
であるＸの無断欠勤の有無である。本件の特徴は、
Ｘの無断欠勤の有無の判断に関し、就業規則上、
法定年休とそれ以外の有給休暇（以下「法定外年
休」という。）を区別せずに合計 20 日（2年間で合
計 40 日）付与し、その大半を使用者が時季指定
する計画的年休制度の下で、計画年休協定が締結
されずになされたＹ社による時季指定の有効性に
ついて、初めて判断された点にある１）。本判決は、
法定年休と法定外年休とを区別していない計画年
休制度を実施する企業において、何らかの理由で
労使協定が無効となった場合の処理の一事例とい
える。計画年休制度の適切な実施のための留意点

を確認できる２）という点で、実務上参考となる。
　本判決および原審ともに、法定年休については、
計画年休協定がなかったことからＹ社による時季
指定を無効とし、労働者が自由に時季指定できる
とした。他方、法定外年休に対する時季指定につ
いて原審は有効としたが、本判決はこれを無効と
した上で法定外年休についても労働者が自由に時
季指定できるとしており、両者の理論構成の違い
の検討が必要である。具体的には、本判決が法定
外年休に対する使用者による時季指定をすべて無
効とした点、無効とした上で法定外年休について
労働者が自由に時季指定できるとした点が問題と
なる（なお、雇止めの適法性判断の検討は割愛する。）。

　二　計画年休協定の不備
　本件でＹ社の時季指定の有効性が問題となった
のは、Ｙ社が計画年休協定を締結していなかった
とされたからである。計画年休協定などの労基法
上の労使協定は、事業場を単位とし、かつ、過半
数組合がない場合には当該事業場の過半数を代表
する者（事業場の全労働者を選出母体とする。）との
間で締結されなければならない。本件で平成 28
年 10 月に締結された労使協定の当事者である講
師代表 3名は、学校ごとではなくエリアごとの
代表である点で事業場を単位として選出されてい
ないし、また、この者らは講師のみの代表で事業
場の全従業員から選ばれていなかったから、Ｙ社
の労使協定が労基法 39 条 6 項の要件を満たすも
のでなかったとした本判決は妥当である。

　三　Ｙ社による時季指定の有効性
　計画年休協定が適法に締結されていなかったこ
とから、本判決は、就業規則の定めに関わらず、
法定年休について使用者は時季指定できず、労働
者が自由にその時季を指定することができるとし
た。Ｙ社は労基法 39 条 6 項の要件を充足してい
ないため、妥当な判断である。
　次に、本判決は、法定外年休は「労働基準法の
規律を受けるものではない」から、Ｙ社による時
季指定が許されるとした。そうすると、法定外年
休については使用者が請求の時季・手続等の労働
者の休暇取得について法定年休とは異なる制限を
設けてよいとして、法定外年休に対するＹ社によ
る時季指定を有効とした原審と同様の結論となり
そうである。しかし、本判決は、法定外年休に対
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するＹ社による時季指定を含めて、Ｙ社による時
季指定を全体として無効となると判断した。
　本判決は、このように判断した理由について、
「Ｙ社は法定年次有給休暇と会社有給休暇を区別
することなく 15 日を指定しており、そのうちの
どの日が会社有給休暇に関する指定であるのかを
特定することはできない。」としているようだが、
これは、やや説明不足に思われる。すなわち、こ
のような法定年休と法定外年休との区別、および
具体的な時季指定において法定年休と法定外年休
のいずれであるかを特定することは、労基法上直
接に要求されておらず、これらのことからどのよ
うな法違反が生じるかを明確に示していないから
である。そして、法定外年休には労基法の規律が
及ばないという前提を踏まえると、Ｙ社による時
季指定を「全体として」無効とするにはやや説得
力を欠くように思われる。この点については、本
件のような時季指定は法定年休に対する使用者に
よる時季指定の可能性を排除できず、労働者の自
由な法定年休取得を妨げうるから、労基法 39 条
の年休権保障の趣旨に反するといえ、Ｙ社による
時季指定が全体として無効となる旨の解釈３）が
とられたものと説明できる。
　他方、本判決のようにＹ社による時季指定を「全
体として」無効とすることには批判がある４）。す
なわち、法定年休と法定外年休を区別していなく
ても、労基法により保障される最低基準としての
法定年休日数を下回らない日数の自由年休が付与
されていれば、労基法に違反するものではなく、
法定年休日数を超える部分は、使用者による時季
指定が許されると解する立場である。原審はこの
立場を採ったと思われる。この立場によれば、た
とえば、法定年休日数分のすべてについて労働者
による時季指定が完了するまでの間になされた使
用者による時季指定は労基法違反のために無効と
なるが、法定年休日数分の取得後については、労
基法の上乗せ分として使用者による時季指定が有
効となるから、本判決のように使用者による時季
指定をすべて無効とする理由にはならず、事後的
に法定外年休に対する時季指定であったと特定で
きる部分は有効のままとなると解することもでき
よう。
　この対立は、結局のところ、結果的に法定年休
について労働者が自由に時季指定できていた、す
なわち、事後的に自由年休日数が確保されていた

といえればよいのか、それとも、それでは足り
ず、時季指定を行う時点（それを行おうとする意
思形成過程を含む。）から労働者の自由な時季指定
権の行使を阻害しないような環境整備を使用者に
要請するべきかという、年休権保障の範囲につい
てのウェイトの置き方の違いから生じているよう
に思われれる。労基法上、法定年休と法定外年休
を区別すること、そして、時季指定時にこれらの
いずれであるかを特定することが要求されていな
い以上、本判決、原審いずれの解釈も成り立ちう
る。私見としては、年休は身体的な面だけでなく
精神的にも労働からの解放が実質的に保障される
べきであり、事後的に無断欠勤として扱われるお
それ等の不安を抱えて取得するような状況が年休
権保障の趣旨を損なうおそれがあることを踏まえ
ると、時季指定権の行使時の自由な年休取得の阻
害可能性を排除することは重要と思われる。そこ
で、一般論としては、本判決のように、原則とし
て、使用者による時季指定を全体として無効とす
る立場を支持したい。

　四　無効となった法定外年休の時季指定方法
　本判決は使用者による時季指定が全体として無
効となるとしたが、これは本件計画的年休制度を
定める就業規則規定のうち、労基法 39 条の趣旨
に反する但書部分がすべて無効となったもの（労
基法 13 条）と理解できる５）。この場合、法定外
年休に労基法の規律が及ばない以上、当然に、労
働者が自由に時季指定できるようになるわけでは
なく６）、空白となった部分は労働契約の解釈によ
り補充されるべきことになる。本判決も同様の手
法を採ったと思われるが、実質的に労基法の直律
効が及ぶ結果となっているにも関わらず、結論に
至った理由を示していない点に問題がある。
　この点、就業規則において年休権の成立要件、
年休期間の賃金支払義務について法定年休と法定
外年休とを区別せずに定めていることから、「両
者を同様に取扱う趣旨であると認められる」とし
た最高裁判決がある７）。この判決と本判決の関係
は不明だが、結論的には軌を一にするものといえ
る。ただし、この結論はあくまで当該事案におけ
る当事者の意思解釈の結果であり、常にこのよ
うに解釈してよいかには疑問がある８）ことから、
本件においても契約解釈として、法定年休と法定
外年休を同様に取り扱う趣旨であったのかが事案
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に即して探求されるべきであった９）。本判決はこ
の点が不十分であった。なお、本件では、適法な
計画年休制度を前提にして、法定年休と法定外年
休とを区別せずに、「取得する時季を指定して一
斉に取得する計画年休」であったこと等から、当
該規定による年休については同一の時季指定方法
がとられる趣旨であったと解釈できよう 10）。

　五　無効とされたＹ社による時季指定日の解釈
　本判決は、Ｘが合計 49 日の年休を取得したと
ころ、Ｙ社により時季指定された日のうちの 14
日についてはＹ社が就労を免除したものと判断し
ているが、Ｙ社による時季指定のすべてが直ちに
Ｙ社による就労免除と扱われることには疑問があ
る 11）。本判決が特に理由の説明なく「Ｙ社が就
労を免除したものである」とした点は説明不足が
いよいよ極まった感があるが、それはさておき、
この点は解釈によって根拠づけるべきであるので
検討しておく。まず、就業規則で有給休暇として
付与されている法定年休と法定外年休を合わせ
た40日に至るまでＸが年休を取得できることは、
ＸおよびＹ社にとって明らかなことである。そう
すると、この 40 日に至るまでは、Ｙ社によって
時季指定された日をＹ社が有給で就労を免除した
と読み替えてよかろう（本件では、Ｘが 35 日の時
季指定を行ったため、Ｙ社による時季指定のうちの 5
日分がこれに当たる。）。
　他方、Ｘの法定年休がすべて取得されたことが
明らかで、使用者がこれを超えて自ら進んで年休
を与えなければならない根拠がなく、かつ、この
9日分の就労をＹ社が免除すべきとする労働契約
上の根拠が別途示されていない上、加えて、Ｙ社
はＸに対して出勤を促していたというのであるか
ら、40 日を超える 9日分についてＹ社が就労を
免除したと認めるべき事情は存在しないといわざ
るを得ない。もっとも、本件の事情をみると、9
日分の欠勤の扱いについての争いが生じたのはＹ
社が計画年休協定を締結しなかったことに理由が
あり、かつ、Ｙ社はこれを容易に締結し得たし、
すべきであったから、9日分の欠勤は使用者の責
に帰すべき事由による休業（民法 536 条 2 項）で
あり、Ｘの無断欠勤には当たらないと解するのが
相当であろう。したがって、Ｘの無断欠勤を認め
なかったという本判決の結論は妥当であったと思
われる。なお、本判決は、労基法の要請を超えた

年休保障を実質的に強いた結果となっており、Ｙ
社に酷なようにもみえる。しかし、これはＹ社の
労基法違反がもたらした結果であるから、Ｙ社は
これを甘受すべきであろう。

　六　おわりに
　本判決からは、会社は、念のため、計画年休協
定が無効となった場合に、使用者による時季指定
によって労働者の自由な時季指定が阻害されては
ならないという観点から、法定年休と法定外年休
との区別と、時季指定の際これらのいずれである
かの特定ができる制度を備えておく必要があると
いえる。本件のような紛争が生じないようにする
ためには、計画年休協定の適法な締結が必須であ
るが、本判決を受けて改めて計画年休協定に問題
がないかを見直しておくべきように思われる。

●――注
１）中町誠「本件判批」ジュリ 1552 号（2020 年）117 頁参照。
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181 頁参照。
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画年休協定を前提にしたものであるから、計画年休協定
が有効に締結されていなかった以上、但書全体が合理性
を欠く（労契法 7条）と整理するものとして、森戸・前
掲注２）5頁。また、原判決のように法定年休部分のＹ
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７）エス・ウント・エー事件・最三小判平 4・2・18 労判
609 号 12 頁。同様の立場をとる学説として、安枝英訷
＝西村健一郎『労働基準法』（青林書院、1996 年）286 頁、
山田＝両角・前掲注４）33 頁［山田発言］。

８）竹内・前掲注３）181 頁。
９）荒木尚志「労基法 39 条 1項の『全労働日』の意義」ジュ
リ 1023 号（1993 年）137 頁参照。エス・ウント・エー
事件最高裁判決に対する指摘であるが、本判決も同様の
ことがいえる。

10）森戸・前掲注２）5頁、竹内・前掲注３）181 頁参照。
11）中町・前掲注１）119 頁。


